
《本会館を使用して研修会等を開催するにあたって》
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静岡県医師会における研修会等開催のチェックリスト

※静岡県の基本的行動内容を遵守し、本チェックリストに基づく感染防止策を実施する。

※適切な感染防止策が整わない場合は原則中止又は延期するとともに、ウェブ会議の積極的な活用を行う。

※本チェックリストは、令和３年１月１４日より適用する。

介護保険研修会 入野

（受付）参加者が距離をおいて並べるよう目印等を設置

行事終了後に、参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合に、参加者の氏名・所
属・連絡先が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供されることを承知する

令和４年１月30日（日）　　　13：30～15：30

静岡県医師会館 ４階 講堂 120人

60人（うち医師　　　　人、　　　　　　　人、　　　　　　　人、　　　　　　　人）

１．基本事項

三密（密閉・密集・密接）を避け、「新しい生活様式」を徹底する

参加者の氏名・所属・連絡先を把握する（個人情報の取扱いに十分注意、参加者に対して必要に応じて保健
所等の公的機関へ提供されることを事前に周知）

飲食を伴う懇親会は行わない

２．参加者への依頼事項

体調がよくない場合（発熱・咳・倦怠感などの症状がある場合）は参加を見合わせる

マスク着用、手洗い、咳エチケットの励行

（会場）不特定多数が接触する場所は、開催前後に清拭消毒を実施

（会場）行事開催中も必要に応じて共用部の消毒を実施

（会場）講演台にアクリル板を設置

（受付）会場入口に手指消毒剤の設置

（受付）参加者の検温実施、もしくは健康状態確認

研修会等の前後や休憩時間などの交流は極力避ける

３．開催・運営の対応

（会場）座席は１席以上の間隔を確保し、収容人数の半数を上限とする

（会場）座席は全席指定席とし、資料は座席に事前配付

（会場）会場の換気の徹底（入り口ドア、窓など２か所以上を開放）

４．職員の対応

行事の運営に必要な最小限の出勤人数とする

出勤前の検温・体調確認を徹底し、発熱がある場合等は自宅待機とする

マスクを着用し、手洗い、手指消毒を徹底

休憩時間は分散化し、対面での食事、会話を避ける


